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鶏に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤のリスク管理措

置について（通知）

動物用抗菌性物質製剤（以下「抗菌剤」という。）は、家畜の健康を守り、

安全な食品の安定した生産を確保する上で重要な資材ですが、その使用によ

り選択される薬剤耐性菌による人の医療や獣医療への影響のリスクについて

も十分考慮する必要があります。

このため、抗菌剤の承認や再審査を行う際には、当省から食品安全委員会へ

薬剤耐性菌の食品を介した人の健康への影響に関するリスク評価を依頼し、

食品安全委員会のリスク評価結果に基づきリスク管理措置を策定・実施して

います。

鶏に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質製剤（以下「鶏用フルオロキノ

ロン剤」という。）については、昨年11月、食品安全委員会がリスク評価を行

い、ハザードとして特定されたサルモネラ、カンピロバクター及び大腸菌の

薬剤耐性菌のリスクの推定区分は、中等度と判断されました。また、カンピ

ロバクターについては、鶏にフルオロキノロン剤を投与すると耐性菌が速や

かに選択される可能性が高いことなどが指摘されました。

抗菌剤の慎重使用の推進については、「畜産物生産における動物用抗菌性物

質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方」（平成25年12月24日付け25消安第

4467号畜水産安全管理課長通知。以下「慎重使用に関する基本的な考え方」

という。）を発出し、関係者への周知、指導をお願いしたところです。

鶏用フルオロキノロン剤については、その使用によってフルオロキノロン耐

性カンピロバクターが選択されるリスクを低減させるため、慎重使用をより

一層徹底する必要があります。

つきましては、下記の取組の徹底について、獣医師や生産者をはじめとする

関係者に対する指導をお願いします。



記

１ 農場における飼養衛生管理の徹底

飼養衛生管理水準を向上させ、家畜の健康状態を良好に維持することは、

家畜の感染症の農場への侵入、まん延を防止し、抗菌剤の使用機会を減らす

とともに、カンピロバクター等の食中毒菌の農場への侵入、まん延を防ぎ、

これらの薬剤耐性菌の選択を抑制することにもつながる。

このため、家畜伝染病予防法（昭和22年法律第166号）に基づき策定され

た家きんの飼養衛生管理基準の遵守を徹底するとともに、「鶏肉の生産衛生

管理ハンドブック（第２版）」（平成25年11月公表）を活用しながら、家き

ん農場における飼養衛生管理の一層の徹底を図り、飼養鶏へのカンピロバク

ターの感染防止を進めることにより、カンピロバクターがフルオロキノロン

耐性を獲得する機会の減少に努めること。

なお、カンピロバクターは、鶏に感染しても症状を示さないことも多く、

通常は、鶏の消化管内で生存・増殖していることから、カンピロバクターの

検査を行い、これらの衛生管理の取組の効果を確認することが重要である。

２ 鶏用フルオロキノロン剤の慎重使用のより一層の徹底

慎重使用に関する基本的な考え方を踏まえつつ、鶏用フルオロキノロン剤

を使用する際には、慎重使用のより一層の徹底を図ることとし、以下の取組

について、特に徹底すること。

（１）第一次選択薬が無効の場合にのみ、鶏用フルオロキノロン剤の使用を

検討すること

（２）治療対象となる細菌の薬剤感受性試験を行い、鶏用フルオロキノロン

剤に対する感受性を確認すること

（３）承認された用法・用量や効能・効果に基づき、必要最小限の期間の投

与とすること

（４）投与後一定期間内に治療効果を判定し、効果が見られない場合には、

獣医師の判断により使用する薬剤を変更すること


